
市街地建築部

総務部

都市づくり政策部

住宅政策推進部

都市基盤部

市街地整備部

第一・第二市街地整備事務所

多摩ニュータウン整備事務所

多摩建築指導事務所

都営住宅経営部

基地対策部

東部・西部住宅建設事務所

都市整備局

　　　　　　・総務課

　　　　　　・企画経理課

　　　　　　・マンション課

　　　　　　・不動産業課

　　　　　　・民間住宅課

　　　　　　・技術管理課

　　　　　　・経営企画課

　　　　　　・指導管理課

　　　　　　・資産活用課

　　　　　　・住宅整備課

　　　　　　・施設整備課

住宅政策本部

都市整備局

住宅企画部

都営住宅経営部

東部・西部
住宅建設事務所

住宅政策本部の設置について 

 「豊かな住生活の実現と持続」に向け、都市づくり政策との連携を発展させながら、住宅行政の体制を更に強化 
  

➢ 都市整備局の一級事業所として住宅行政部門を独立させ、「住宅政策本部」を設置 

➢ 住宅に関するセーフティネットの構築や高齢者の居住の安定、子育て環境の向上など、社会情勢の変化に対応した住宅施策を推進 

➢ 安全で良質なマンションストックの形成、創出用地や地域の資源の活用など、まちづくりと一体となった施策をこれまで以上に実施 

組織概要図 

【現行体制】 【平成31年度体制】

参考資料－４ 


